
  令和３年第３回選挙管理委員会定例会会議録 

   

開催日時 

                      午前１０時００分から 

  令和３年１月２７日（水）                 

午前１０時４０分まで 

出 席 者 
委 員 本橋委員長、梅田職務代理、小井委員、與川委員 

事務局 石田局長、油川次長、水越担当係長 

開催場所 選挙管理委員会室 傍聴人        なし 

委 員 長 これから第３回定例会を開会いたします。 

 議案第４号 在外選挙人名簿の登録について 

局  長  （別紙のとおり、在外選挙人名簿の登録について説明し、決定を受け 

 た。） 

局  長 今回の在外選挙人名簿の登録については、新規登録者２０人、登録抹 

 消者１５人で、登録者総数は１,４１６人となっています。 

小井委員  今回は、前回の定時登録時よりも短いスパンでの登録となりますが、 

 何か理由がありますか。 

局  長  まず、３月・６月・９月・１２月の選挙人名簿の定時登録と合わせて 

 在外選挙人名簿の登録を行っていますが、随時に登録することも可能で 

 あるため、なるべく期間を空けないようにしています。併せて、衆議院 

 の解散に伴う総選挙の可能性もありますし、要件を満たした者が一定数 

 となりましたので、３月の登録時期を待たずに登録を行います。 

 報告事項３－１ 令和２年東京都選挙事務運営協議会の部会報告につ 

 いて 

局  長  （別紙のとおり、令和２年東京都選挙事務運営協議会の部会報告につ 

 いて説明し、報告した。） 

局  長  東京都選挙事務運営協議会については、区市町村にて検討課題につい 

 て協議し、例年では総会を開催して報告がされています。令和２年につ 

 いてはコロナウイルス感染症の状況に伴い、書面による開催となりまし 

 たので、定例会にて報告いたします。杉並区が属した第１部会では「候 

 補者情報の公表事項等について」、第２部会では「期日前投票の運用につ 

 いて」、第３部会では「寄附の禁止に関する周知について」が、それぞれ 



 検討されました。（併せて、各部会報告の概要を説明した。） 

委 員 長 杉並区の属する部会については、メール等のやり取りによって検討が 

 行われたのですか。 

局  長 第１部会についても、区市町村が集まった上での意見交換などは行わ 

 れず、メール等により纏められました。 

與川委員 令和２年の運営協議会については、これで完了となるのですか。 

局  長  当該報告書をもって、完了となります。 

 協議事項 令和３年東京都選挙事務運営協議会の部会構成について 

局  長 （別紙のとおり、令和３年東京都選挙事務運営協議会の部会構成にい 

 て協議した。） 

局  長 令和３年の運営協議会の属する部会について、希望調査が来ています。 

 次回の定例会において、再びご意見を伺うことにいたします。 

委 員 長  第３部会の「寄附の禁止関する周知について」は、令和２年の検討課 

 題でもあったので、継続的に検討されるのでしょうか。 

局  長  引き続いて検討されることになると思います。 

小井委員  第２部会の「立候補届出等に係る見直しへの対応について」は、杉並 

 区においても必要な検討課題であると思います。 

與川委員  事務局としては、何か意見がありますか。 

局  長  事務局としては、第１部会の「感染症発生下における選挙の執行及び 

 広報啓発について」と、第２部会を中心に考えています。 

與川委員  寄附の禁止関連が２年連続した課題になっていることに、何か理由が 

 ありますか。 

局  長  令和２年は、コロナウイルス感染症の関係で、区市町村が集まって協 

 議する機会がありませんでしたので、議論を深める意味合いがあると考 

 えられます。 

 その他・日程等について 

局  長 （今後の委員会日程等について確認を行った。） 

委 員 長 他に質問がなければ、本日の委員会を閉じます。 

 


